
 1 

横芝光町農業委員会１１月第８回定例総会議事録 

 

１．開催日時 令和２年１１月５日(木) 午後３時～午後３時４０分 

 

２．開催場所 横芝光町役場 第３会議室 

 

３．出席委員 （１２名） 

   会  長      ４番 萩原 智夫 

会長職務代理者   ２番 鈴木 忠夫 

委  員      １番 宇井 久１番  ３番 土屋 正明 

５番 大川戸 直美   ６番 佐久間 正好 

７番 佐久間 幸子   ８番 長峯 高明 

９番 越川 雅彦  １０番 行木 栄一 

１１番 小野 秀明  １２番 平山 雅英 

 

４．欠席委員 なし    

 

５．農業委員会事務局職員 

   事務局長      古作 健二 

主幹兼農政班長  林  栄 

 

６．議事日程 

日程第１  議事録署名委員及び会議書記指名の件 

日程第２  議案第１号 

農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定について 

日程第３  議案第２号 

農地法第４条の規定による許可申請に対する県への意見について 

日程第４  議案第３号 

農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見について 

日程第５  議案第４号 

         令和２年度第８次農用地利用集積計画（案）の承認について 
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７．会議の概要   

事務局 これより、令和２年１１月(第８回)定例農業委員会総会を開会します。 

はじめに萩原会長よりご挨拶を申し上げます。 

 

会 長 萩原会長挨拶 

 

事務局 ありがとうございました。 

本日の出席委員は、全員です。過半数が出席していますので、会議規則

第６条の規定により、本総会は成立しております。 

それでは、会議規則第４条の規定により、以後の議事進行につきまして

は萩原会長に議長をお願いします。 

 

議 長 それでは、これより議事に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。会議規則第

１３条第２項の規定により、議長が指名することに、ご異議ございません

か。（異議なしの声） 

 異議なしの声がありましたので、指名します。 

６番 佐久間正好 委員、８番 長峯高明 委員にお願いします。 

なお、会議書記には、事務局の林主幹を指名します。 

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する

許否決定について 上程します。 

事務局に議案の朗読並びに説明をお願いします。 

 

事務局 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定に

ついて 

農地法第３条による許可申請書が提出されたので、本会の議決を求め

る。 

令和２年１１月５日提出 横芝光町農業委員会長 萩原 智夫 

 

次のページをご覧ください。 

今回の３条の許可申請は、売買による所有権移転１件です。 

なお、譲受人と譲渡人はそれぞれ資料に記載のとおりです。 

申請地①の位置図を添付していますので併せてご覧ください。 

 経営規模拡大のための所有権移転の申請となります。 
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 申請地は鳥喰新田字細沼、字明治、字北新田の田７筆、計１２，０４４

㎡です。このうち位置図の 1 ページ目にある３筆は登記簿では山林です

が、実際には位置図の破線で囲われているような形で一体的に田として利

用されています。一体利用されている他の土地につきましては、議案第４

号の農用地利用集積計画の所有権移転の３件目として提案されています。

農振農用地分については農業経営基盤強化促進法で、農振農用地以外の農

地分を農地法第３条で申請されたものです。 

 譲受人の、機械保有、労働力、営農状況などから３条許可基準に適合し

ていると考えます。 

 

以上、議案第１号の説明とさせていただきます。 

 

議 長 ただいま、議案第１号の朗読並びに説明が終わりました。 

この案件について、担当委員の説明を求めます。 

 

９ 番 ９番越川です。この件については、譲渡人が相続で農地を取得したが後継

者がいないため、農業経営から徹底したく、経営規模拡大を目指す譲受人との

協議が整い、居住地から近く、耕作しやすいということから、売買により譲受人

が農地を取得するものです。なお、申請地では水稲の作付けを予定しており問

題ありません。よろしくお願いします。 

 

議 長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 

８ 番 ８番長峯です。地目が山林で現況が田ということですが、税金面での問題は

ないですか。 

 

事務局 現況課税のため田で課税されます。台帳と現況で合っているのが望ましいと

思われるので申請者へは提案してみます。 

 

議 長  他にございませんか。ないようでしたら、質疑を終了し、この案件について採

決します。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

賛成全員よって、この案件については、原案のとおり決定いたしました。 

日程第３ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する県への

意見について 上程します。 
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事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。 

 

事務局 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する県への意見

について 

農地法第４条による許可申請書が提出されたので本会の意見を求める。 

 令和２年１１月５日提出 横芝光町農業委員会長 萩原 智夫 

 

 次のページをご覧ください。 

 

 今回の４条の許可申請は、１件です。 

 なお、申請者は資料に記載のとおりです。 

申請の土地は、宮川字海老川、畑 １，８２９㎡で、用途を貸駐車場用

地５４台分としています。 

申請地の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご覧くだ

さい。 

申請者は農業のほかに不動産業なども行っており、申請地の近隣住民か

ら駐車場に困っているとの相談をたびたび受けているそうです。高齢とな

り営農が厳しくなっていることから、貸駐車場の収入を生活費の一部に充

当したいと申請があったものです。 

申請地は、国道１２６号の横芝光インターチェンジ入口交差点から北東

へ約２００ｍの位置で、孤立した農地となっています。周辺には複数のマ

ンション、貸店舗、事業所などがあります。 

農地の区分は第２種農地に分類され、周辺に代わりとなる土地がない場

合には許可が見込まれます。隣接農地はなく、雨水は敷地内浸透としてい

ます。 

工事期間は、本年１２月２０日から令和３年１月３１日までを予定して

います。 

整地費用には、全額自己資金を充てるもので、金融機関からの預金残高

証明書により、資金調達できる見込みであることを確認しています。 

 

以上、議案第２号の説明とさせていただきます。 

 

議 長 ただいま、議案第２号の朗読並びに説明が終わりました。 

この案件について、担当委員の説明を求めます。 
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６ 番  ６番 佐久間です。 

申請地を１１月３日に現地を確認し、畑の状態でした。今日申請者の代理人

に電話で確認したところ、申請内容のとおりでした。よろしくお願いします。 

 

議 長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 

 （異議なしの声） 

議 長 異議なしの声がありましたので、質疑を終了し、この案件について採決しま

す。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

賛成全員よって、この案件については、原案のとおり許可相当として県知事

に意見を送付いたします。 

 日程第４ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する県への

意見について 上程します。 

 事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。 

 

事務局 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見

について 

農地法第５条による許可申請書が提出されたので本会の意見を求める。 

 令和２年１１月５日提出 横芝光町農業委員会長 萩原 智夫 

 

 次のページをご覧ください。 

 

 今回の５条の許可申請は、３件です。 

 なお、譲受人と譲渡人は資料に記載のとおりです。 

申請１件目と申請２件目は譲受人を同じくする同一事業で、宅地分譲用

地１１区画を目的とし、売買により所有権移転するものです。 

申請１件目の土地は、横芝字宮下、田５９５㎡、申請２件目の土地は、

横芝字宮下、田３筆、計２，１０１㎡で、事業区域面積は２，６９６㎡と

なります。 

申請地①②と記載の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますの

でご覧ください。 

申請地は、ＪＲ横芝駅から西へ約１００メートルの位置にあり、都市計

画の用途地域内にある第３種農地で、原則として許可が見込まれます。 
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宅地開発事業事前協議申出書が提出され、その他の申請、同意関係手続

きもされています。 

工事期間は、本年１２月１０日から令和３年４月３０日までを予定して

います。 

土地代金および整地費用には、全額自己資金を充てるもので、金融機関

からの預金残高証明書により、資金調達できる見込みであることを確認し

ています。 

申請３件目の土地は、目篠字鉢田、田（現況：畑）１８９㎡です。専用

住宅１棟を目的に祖父からの贈与により所有権移転するものです。 

申請地③と記載の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますので

ご覧ください。 

申請地は、篠原青年館から西へ約３５０ｍの位置にあります。 

農地の区分は、第１種農地に分類されると考えますが、例外的に許可で

きる住宅の建設で、また、母親が暮らす宅地に隣接しており、集落的なつ

ながりが認められます。 

住宅建築面積は１１１．７９㎡を計画しています。なお、一般専用住宅

で転用可能な面積の上限の範囲内となっています。 

隣接農地の所有者は譲渡人のみとなります。 

また、生活排水等の放流先に関して関係機関の同意・許可も得ています。 

工事期間は、本年１２月２０日から令和３年６月３０日までを予定して

います。 

建設費は全額、借入金により賄う予定ですが、借入先からの融資事前審

査の結果通知で、融資が可能であることを確認しています。 

 

以上、議案第３号の説明とさせていただきます。 

 

議 長 ただいま、議案第３号の朗読並びに説明が終わりました。 

１件目と２件目の案件につきましては、同一事業でありますので、一括して担

当委員の説明を求めます。 

 

１ 番  １番 宇井です。 

本件は、都市計画の用途地域内にある農地で、土地改良区との協議も整っ

ており、意見書及び排水同意を得ていることから、問題ありません。 

よろしくお願いします。 
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議 長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 

 （異議なしの声） 

議 長 異議なしの声がありましたので、質疑を終了し、１件目と２件目の案件につい

て一括して採決します。 

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

賛成全員よって、１件目と２目の案件については、原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見を送付いたします。 

３件目の案件について、担当委員の説明を求めます。 

 

１０番 １０番 行木です。 

本件は、土地改良区と協議が整っており、意見書、排水同意を得ており、現

地を確認しましたが、周辺農地の営農にも支障はないと思われます。 

よろしくお願いします。 

 

議 長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 

 （異議なしの声） 

議 長 異議なしの声がありましたので、質疑を終了し、この案件について採決しま

す。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

賛成全員よって、３件目の案件については、原案のとおり許可相当として県

知事に意見を送付いたします。 

日程第５ 議案第４号 令和２年度第８次農用地利用集積計画(案)の承

認について 上程します。 

事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。 

 

事務局 議案第４号 令和２年度第８次農用地利用集積計画(案)の承認について 

農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定により令和２年度第８次農

用地利用集積計画(案)が提出されたので、本会の議決を求める。 

令和２年１１月５日提出  横芝光町農業委員会長 萩原 智夫 
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次のページをご覧ください。 

 

今回の利用集積は、新規設定１７件、再設定５件、中間管理機構設定２件、

所有権移転３件の合計２７件です。 

中間管理機構設定につきましては、追って説明いたしますが、今回の案件か

ら集積と配分の一括方式となります。また、「設定する利用権」の説明につきまし

ては、これまで資料に記載されている事項の詳細を読み上げていましたが、会

議時間短縮のため、今回から利用権の種別、設定年数のみとします。賃借料

等の詳細につきましては資料にて確認くださるようお願いします。 

それでは初めに新規設定ですが、利用権を設定する者と利用権の設定を受

ける者は、資料に記載のとおりです。設定する権利は１７件とも賃借権となりま

す。 

利用権を設定する農地ですが、 

新規設定１件目は、木戸字十七割、字十八割、字九十七割の田４筆、 

計１０，２５６㎡、期間は３年間です。 

新規設定２件目は、目篠字新堀前の田 １，２３７㎡、期間は３年間です。 

新規設定３件目は、目篠字新堀前、木戸字十七割、字十八割の田１０筆、計

５，８４３㎡、期間は３年間です。 

新規設定４件目は、木戸字十六割、字十七割の田８筆、計６，３１２㎡、期間

は３年間です。 

新規設定５件目は、木戸字九十七割の田、１，１６３㎡、期間は３年間です。 

新規設定６件目は、小堤字日吉台の畑、６９３㎡、期間は１０年間です。 

新規設定７件目は、小堤字和田台、字吉原台、字日吉台の畑３筆、 

計３，０２３㎡、期間は１０年間です。 

新規設定８件目は、小堤字和田台、字吉原台の畑３筆、計３，７３５㎡、期間

は１０年間です。 

新規設定９件目は、木戸台字下ノ台の畑、１，３９５㎡、期間は１０年間です。 

新規設定１０件目は、於幾字橋本の畑、３，１１６㎡のうち１，５００㎡、期間は３

年間です。なお、地積の半分程度の賃借権設定となっていますが、残りの約半

分につきましては、別の耕作者に賃借権が設定されています。 

新規設定１１件目は、宮川字作間内後の畑、８６０㎡、期間は１０年間です。 

新規設定１２件目は、宮川字作間内後の畑１２筆、計３，４５０㎡、期間は１０

年間です。 

新規設定１３件目は、宮川字作間内後の畑、５４６㎡、期間は１０年間です。 

新規設定１４件目は、新島旧三島字後原、新島字早川の畑３筆、計４，０４８
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㎡、期間は５年間です。 

新規設定１５件目は、屋形字三軒屋後の畑、４，６３１㎡、期間は５年間です。 

新規設定１６件目は、尾垂イ 字 下根、字 野場の畑６筆、計４，７７２㎡、期

間は３年間です。 

新規設定１７件目は、木戸字八割、尾垂イ字前里の畑３筆、計３，９３３㎡、期

間は３年間です。 

次に再設定ですが、利用権を設定する者と利用権の設定を受ける者は、資

料に記載のとおりです。設定する権利は５件とも賃借権となります。 

利用権を設定する農地ですが、 

再設定１件目は、木戸字十七割の畑４筆、計４，２７９㎡、期間は３年間です。 

再設定２件目は、尾垂イ字野中後の田、７２８㎡、期間は６年間です。 

再設定３件目は、中台字桜前の畑４筆、計３，６７７㎡、期間は５年間です。 

再設定４件目は、傍示戸字若梅辺田、字六畝町、字石井戸下、字外堀、富

下字新渋の田１１筆、計９，８６２㎡、期間は３年間です。 

再設定５件目は、屋形字才藏の田、１，８７３㎡、期間は１０年間です。 

続いて中間管理機構設定ですが、今回から配分計画までを含めた一括方式

となっています。計画書の見方ですが、はじめに上段の表をご覧ください。 

１行目は、利用権を設定する者（甲）は、所有者となります。 

２行目は、利用権の設定を受け転貸を行う者（乙）は、中間管理事業を行う公

益社団法人千葉県園芸協会となります。 

３行目は、転貸を受ける者（丙）は、配分先の経営体となります。 

４行目は、利用権の設定期間となります。 

下の表は土地の詳細と設定及び転貸される権利の内容となります。 

それでは、権利を設定する農地ですが、 

中間管理機構設定１件目は、鳥喰上字水神及び字昭和の田９筆、畑３筆の

計１２筆、合計２４，９０８㎡です。田は賃借権、畑は使用貸借権で、いずれも期

間は１０年間です。 

中間管理機構設定２件目は、宮川字作間内の畑２筆、計２，５８９㎡、期間は

１０年間です。 

最後に所有権移転ですが、所有権を移転する者と所有権の移転を受ける者

は、資料に記載のとおりです。 

所有権移転１件目は、曽根合字車地藏の畑、７４０㎡、売買により本年１２月１

１日引き渡し予定です。 

所有権移転２件目は、横芝字西境田の田１０筆、計５，７０９㎡、売買により本

年１２月２０日引き渡し予定です。 
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所有権移転３件目は、議案第１号、農地法第３条の申請と関係する案件とな

ります。鳥喰新田字細沼、字明治、字北新田の田１５筆、計１０，３３５㎡、売買に

より本年１２月１０日引き渡し予定です。 

なお、本計画（案）につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の要件を満たしていると考えます。 

 

以上、議案第４号の説明とさせていただきます。 

 

議 長 ただいま、議案第４号の朗読並びに説明が終わりました。 

それでは、新規設定の案件について、審議を行いますが、５件目の案件が、

平山雅英委員に関係があり、議事参与の制限に該当しますので、当該事案に

ついては、分離して審議します。 

まず、新規設定の５件目の案件を審議しますので、会議規則第１０条の規定

により、採決が終了するまでの間、平山雅英委員は、退室をお願いします。 

（平山委員退室） 

それでは、新規設定の５件目の案件について、質疑を許します。 

 

 （異議なしの声） 

議 長 異議なしの声がありましたので、質疑を終了し、この案件について採決しま

す。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

賛成全員よって、新規設定の５件目の案件は、原案のとおり決定しました。 

平山雅英委員の入室を認めます。 

（平山委員入室） 

平山雅英委員に、報告します。 

ただいまの案件は、原案のとおり決定しました。 

それでは、分離して採決を行った５件目の案件を除く、新規設定の１６件につ

いて、一括して審議します。 

これより、質疑を許します。 

 

 （異議なしの声） 

議 長 異議なしの声がありましたので、質疑を終了し、新規設定の１６件について、

一括して採決します。 
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原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（委員挙手） 

賛成全員よって、新規設定については、すべて原案のとおり決定いたしまし

た。 

次に、再設定の案件について、審議を行いますが、１件目の案件が、平山 

雅英委員に直接関係があり、議事参与の制限に該当しますので、当該事案に

ついては、分離して審議します。 

まず、再設定の１件目の案件を審議しますので、会議規則第１０条の規定に

より、採決が終了するまでの間、平山雅英委員は、退室をお願いします。 

（平山委員退室） 

それでは、再設定の１件目の案件について、質疑を許します。 

 

 （異議なしの声） 

議 長 異議なしの声がありましたので、質疑を終了し、この案件について、採決しま

す。 

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（委員挙手） 

賛成全員よって、再設定の１件目の案件は、原案のとおり決定しました。 

平山雅英委員の入室を認めます。 

（平山委員入室） 

平山雅英委員に、報告します。 

ただいまの案件は、原案のとおり決定しました。 

それでは、分離して採決を行った１件目の案件を除く、再設定の４件につい

て、一括して審議します。 

これより、質疑を許します。 

 

 （異議なしの声） 

議 長 異議なしの声がありましたので、質疑を終了し、再設定の４件について、一括

して採決します。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（委員挙手） 

賛成全員、よって再設定については、すべて原案のとおり決定しました。 

次に、中間管理機構設定の案件について、一括して質疑を許します。 
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 （異議なしの声） 

議 長 異議なしの声がありましたので、質疑を終了し、中間管理機構設定につい

て、一括して採決します。 

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（委員挙手） 

賛成全員、よって中間管理機構設定については、すべて原案のとおり決定

いたしました。 

次に、所有権移転の案件について、一括して質疑を許します。 

 

 （異議なしの声） 

議 長 異議なしの声がありましたので、質疑を終了し、所有権移転について、一括

して採決します。 

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（委員挙手） 

賛成全員、よって所有権移転については、すべて原案のとおり決定いたしま

した。 

 

以上で 提案されました議案の審議は 

すべて終了しました。慎重審議ご苦労様でした。 

 

事務局 

 

以上をもちまして、令和２年１１月(第８回)農業委員会定例総会を閉会しま

す。 

 

 


